
『人口問題研究』編集規程

Ⅰ.編集方針

研究所の機関誌として，人口問題に関する学術論文を掲載するとともに，一

般への専門知識の普及をも考慮した編集を行う．

Ⅱ.発行回数および発行形態

本誌の発行は，原則として年４回とし，3月（1号）・6月（2号）・9月

（3号）・12月（4号）の刊行とする．また印刷媒体によるほか，電子媒体を

ホームページ上で公開する．

Ⅲ.執 筆 者

執筆者は，原則として国立社会保障・人口問題研究所の職員，特別研究官，

客員研究員とする．ただし，所外の研究協力者との共同研究・プロジェクトの

成果については，所外の研究協力者も執筆することができる．また，編集委員

会は所外の研究者に執筆を依頼することができる．

Ⅳ.査読制度

研究論文と研究ノートは査読を経なければならない．特集論文は，執筆者が

希望する場合，査読を経るものとする．査読は編集委員会の指定する所外の査

読者に依頼して行う．編集委員会は査読の結果をもって採否の決定を行う．査

読済み論文は，掲載誌に査読終了の日を記載する．

Ⅴ.著 作 権

掲載された論文等の著作権は原則として国立社会保障・人口問題研究所に属

する．ただし，論文中で引用する文章や図表の著作権に関する問題は，著者が

責任を負う．

2012年2月


